
◎課税のしくみ

　この税金は地方税法並びに和歌山県税条例、橋本市税条例に基づいて課税されます。この税金の納税義務者となる方は、次のいずれかに該当する方です。ア．橋本市内に住所を有する個人。イ．橋本市内に事務所・事業所

又は家屋敷を有する個人で、橋本市内に住所を有しない者。左記の判定は１月１日現在です。普通徴収の年税額が、均等割額に相当する金額以下の場合は、第１期分において全額納付しなければなりません。

　普通徴収の年税額が、均等割額に相当する金額を超える場合は、納期が分かれますので、各期の税額を納期限までに納付してください。

　特別徴収の方法によって徴収されないこととなった金額に相当する税額は、その日以降において到来する納期がある場合は、それぞれの納期において、ない場合は直ちに、普通徴収の方法によって徴収するものとします。

　普通徴収の納付の方法は、納付書または口座振替によって納める方法があります。納め忘れがなく便利な口座振替をご利用ください。税額等に関するお問い合わせは、税務課市民税係までお願いします。

◎税額の計算方法

(注)　上記の計算は総合課税分の計算です。分離課税の所得がある場合は計算方法が異なります｡

◎非課税の範囲

1.均等割と所得割が非課税

　障がい者、未成年者、ひとり親又は寡婦の方で、かつ合計所得金額≦１３５万円の方、生活保護法の規定による生活扶助を受けている方

2.均等割が非課税

①同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合　合計所得金額≦３８万円の方

②同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合　合計所得金額≦２８万円×（同一生計配偶者＋扶養（年少扶養を含む）親族の数＋1）＋２６万８千円の方

3.所得割が非課税

①同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合　総所得金額等≦４５万円の方

　 ②同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合　総所得金額等≦３５万円×（同一生計配偶者＋扶養（年少扶養を含む）親族の数＋1）＋４２万円の方

◎税率

・均等割 市民税　3,500円　　　県民税　2,000円

※東日本大震災からの復興や防災の施策に要する経費の財源を確保するための臨時措置として、平成26年度から10年間、市民税均等割額に500円、県民税均等割額に500円加算されています。また、和歌山県では

平成19年度から令和8年度まで県土の保全等の公益的機能を有する森林を県民の財産として守り育て、次の世代に引き継いでいく目的のため、紀の国森づくり税が県民税均等割額に500円加算されています。

・所得割（総合課税分） 市民税　　６％　　　　県民税　　４％

・所得割（分離課税分）

◎所得控除

◎税額控除(調整控除) ◎税額控除(配当控除) ◎税額控除(寄附金税額控除)

◎税額控除（住宅借入金等特別税額控除）

◎税額控除(配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除)

※復興特別所得税（所得税額の２．１％）分を調整した割合です。

　（平成２６年度から令和２０年度まで）

区分 市民税 県民税 区分 市民税 県民税

土地・建物等の譲渡で左記以外のもの（措置法第３１条） 3% 2%

短期譲渡所得
土地・建物等の譲渡で下記以外のもの（措置法第３２条第１項） 5.4% 3.6%

2,000万円以下の部分 2.4% 1.6% 長期譲渡所得

6,000万円以下の部分 2.4% 1.6%

２２万円

※措置法とは租税特別措置法のことです。

雑損控除
（実質損失額－総所得金額等の合計額×10％）又は
（災害関連支出の金額－５万円）のうちいずれか高い方の金額

納税者本人の所得金額 900万円以下
900万円超

950万円以下
950万円超

1,000万円以下

国または地方公共団体に対するもの等（措置法第３２条第３項） 3% 2%

6,000万円超の部分 3% 2% 一般株式等の譲渡所得、上場株式等の譲渡所得、上場株式等の配当所得、先物取引所得 3% 2%

長
期
譲
渡
所
得

優良住宅地の造成等のための土地等の譲渡
（措置法第３１条の２）

所有期間１０年超の居住用財産の譲渡
（措置法第３１条の３）

１１万円

2,000万円超の部分 3% 2%

社会保険料控除等 支払金額 ９5万円超１０0万円以下 ３３万円 ２２万円 １１万円

１１万円

老人 ３８万円 ２６万円 １３万円

※地方税法附則第４条の４の規定の適用を選択する場合
特定一般用医薬品等購入費－１万２千円（限度額８万８千円）

配
偶
者
特
別
控
除

所得金額 控除額

４8万円超９5万円以下

医療費控除

医療費の実質負担額－(10万円と総所得金額等の５%のいずれか低い金額)
(限度額200万円)

配偶者控除
一般 ３３万円 ２２万円

３３万円

７万円

１１万円

新契約

12,000円以下のとき 全額 1０5万円超1１0万円以下 ２６万円 １８万円 ９万円

12,000円超32,000円以下のとき 支払金額の1/2＋6,000円

支払金額 控除額 １00万円超1０5万円以下 ３１万円 ２１万円

1１0万円超1１5万円以下 ２１万円

1２5万円超1３0万円以下 ６万円

56,000円超のとき

32,000円超56,000円以下のとき 支払金額の1/4＋14,000円 1１5万円超1２0万円以下 １６万円 １１万円 ６万円

50,000円以下のとき 支払金額の1/2

３３万円

70,000円超のとき 35,000円 （特別障害者） ３０万円 老人 ３８万円

40,000円超70,000円以下のとき 支払金額の1/4＋17,500円  障 害 者 控 除 ２６万円

扶
養
控
除

一般

一般生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料について、それぞれ上の算式
により計算した控除額の合計額（限度額70,000円）
一般生命保険料又は個人年金保険料については、新契約と旧契約の双方について控
除の適用を受ける場合、新契約と旧契約それぞれ上の算式により計算した控除額の
合計額（限度額28,000円）

（同居特別障害者） ５３万円 特定

旧契約

勤 労 学 生 控 除 ２６万円

４５万円

寡 婦  控 除 ２６万円 同　居
老親等

４５万円
ひとり親控除 ３０万円

生命保険料控除

１４万円

４万円 ２万円

15,000円超40,000円以下のとき 支払金額の1/2＋7,500円 1３0万円超1３3万円以下 ３万円 ２万円 １万円

28,000円 1２0万円超1２5万円以下 １１万円 ８万円 ４万円

15,000円以下のとき 全額

2,400万円超2,450万円以下 ２９万円

50,000円超のとき 25,000円 2,450万円超2,500万円以下 １５万円

市民税 県民税
 種 類

2,500万円超 ０円

納税者本人の
所得金額

基　礎
控　除

支払金額 控除額 2,400万円以下

旧長期
契約

5,000円以下のとき 全額

5,000円超15,000円以下のとき 支払金額の1/2＋2,500円

15,000円超のとき 10,000円

４３万円

1.2% 0.8% 0.6%

地震保険料、旧長期契約の両方がある場合は、限度額は25,000円

　納税者本人の合計所得金額が2,500万円以下の場合、下記の区分に
応じた金額

合計課税所得金額が200万円以下の者
　次の①と②のいずれか少ない額の5%（県民税2%、市民税3%）に
　相当する金額
　①下表の控除の種類欄に掲げる控除の適用がある場合においては、
　　同表金額欄に掲げる金額を合算した金額
　②合計課税所得金額

合計課税所得金額が200万円超の者
　①の金額から②の金額を控除した金額（5万円を下回る場合は5万
　　円）の5%（県民税2%、市民税3%）に相当する金額
　　①下表の控除の種類欄に掲げる控除の適用がある場合において
は、
　　　同表金額欄に掲げる金額を合算した金額
　　②合計課税所得金額から200万円を控除した金額

課税所得金額 1,000万円
以下の部分

1,000万円
超の部分

市民税 県民税

外貨建等以外の証券投資信託 0.8% 0.6% 0.4% 0.3%

外貨建等証券投資信託 0.4% 0.3% 0.2% 0.15%

地震保険料控除

地震
保険料

控除の種類 金額 控除の種類 金額

基礎控除 ５万円 納税者本人の所得金額
900万円

以下

900万円超
950万円

以下

２万円
195万円超330万円以下 79.79%

330万円超695万円以下 69.58%

950万円超
1,000万円

以下

課税総所得金額から人的控除差調整額を控除した金額 割合

0円以上195万円以下 84.895%

　前年分の所得税において平成21年から令和7年までの入居に係

る住宅借入金等特別控除の適用を受けた場合、①から②を控除し

た金額（前年分の所得税に係る課税総所得金額等の100分の５に

相当する金額（97,500円を限度）を超える場合には、当該金額）

に下欄の割合を乗じた金額。

　ただし、居住年が平成26年4月から令和４年12月末までであっ

て、特定取得又は特別特定取得に該当する場合には、「100分の

５」を「100分の７」と、「97,500円」を「136,500円」とし

て計算した金額

　① 前年分の所得税に係る住宅借入金等特別控除額（特定増改築

　　等に係る住宅借入金等の金額又は平成19年若しくは平成20

　　年の居住年に係る住宅借入金等の金額を有する場合には、当

　　該金額がなかったものとして計算した金額）

　② 前年分の所得税の額（住宅借入金等特別控除等適用前の金

　　額）

　前年中に次に掲げる寄附金を支出し、合計額（寄附金の合計額が総所得

金額の合計額の30％を超える場合には当該30％に相当する金額）が２千

円を超える場合には、その超える金額の県民税は４％、市民税は６％に相

当する金額

１　都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金

２　住所地の道府県共同募金会又は日本赤十字社の支部に対する寄附金

３　所得税法等に規定される寄附金控除の対象のうち、住民の福祉の増進

に

　　寄与する寄附金として住所地の道府県又は市町村の条例で定めるもの

４　特定非営利活動法人に対する寄附金のうち、住民の福祉の増進に寄与

す

　　る寄附金として住所地の道府県又は市町村の条例で定めるもの

　ただし、１のうち、特例控除の対象となる寄附金が２千円を超える場合

は、その超える金額に、下表の左欄の区分に応じて右欄の割合を乗じて得

た額の県民税は５分の２、市民税は５分の３に相当する金額をさらに加算

した金額（所得割の20％に相当する金額を超えるときは、その20％に相

当する金額）

695万円超900万円以下 66.517%

900万円超1,800万円以下 56.307%
３万円

２万円

1,800万円超4,000万円以下 49.16%

4,000万円超 44.055%

利益の配当等 1.6%

４万円

特別 １０万円 老人 １０万円 ６万円

配偶者
控除

一般

寡婦控除 １万円

５万円 ４万円

勤労学生控除 １万円 特定 １８万円

同居
特別

２２万円

配偶者
特別
控除

４8万円超
５0万円未満

５万円

市民税 ３／５ 県民税 ２／５

0円未満
（課税山林所得金額及び課税退職所得金額を有し
ない場合）

90%
５0万円以上
５5万円未満

障害者
控除

普通 １万円

地方税法に定める割合

３万円 ２万円 １万円

ひとり
親控除

父 １万円

母 ５万円
扶養
控除

一般

配当割又は
株式等譲渡所得割

３／５ ２／５

0円未満
（課税山林所得金額又は課税退職所得金額を有す
る場合）

同居
老親等

１３万円

５万円 老人 １０万円
区　　　分 市民税 県民税

課
税
総
所
得
金
額

市民税所得割

の税率6％

県民税所得割

の税率4％

算 出

所得割額

算 出

所得割額

算 出

所得割額

算 出

所得割額

調 整

控除額

調 整

控除額

所得割額

所得割額

所得割額

所得割額

均等割額

3,500

均等割額

2,000

市民

税額

県民

税額

市

・
県
民
税
年
税
額

総所得金額

給与・営業等・

農業・配当・利

子・雑・不動

産・総合譲渡・

一時

所得控除額

下記参照

課
税
総
所
得
金
額

税 額

控除等

税 額

控除等

（1,000円未満切り捨て） （100円未満切り捨て）


